
基準地震動の策定について

令和３年２月９日



本日の説明の概括

昨年１２月の判決のポイント

原子力規制委員会は、経験式が有するばらつきを考慮した場合、これに基づき算出された地震モー
メントの値に何らかの上乗せをする必要があるか否か等について何ら検討することなく、本件申請が
設置許可基準規則４条３項に適合し、地震動審査ガイドを踏まえているとした。このような原子力規
制委員会の調査審議及び判断の過程には，看過し難い過誤，欠落があるものというべきである。

～ 説明内容 ～

〇大飯発電所の基準地震動の策定について（審査のポイント）

〇入倉・三宅式を用いて震源断層面積から計算した地震モーメ
ントに何らかの値を上乗せした場合の試算について



大飯発電所の基準地震動の策定について（審査のポイント）

1 大飯発電所の基準地震動の策定について

2 レシピにおける内陸地殻内地震の震源特性パラメータ設定フロー

3 レシピにおける内陸地殻内地震の震源特性パラメータ設定フロー（概要）

4 「断層長さ及び断層幅」への不確かさの反映

5 断層長さ及び断層幅を見直したことによる地震モーメントへの影響

（事業者による当初申請との比較）

6 アスペリティの配置

7 地震動評価の「不確かさケース」

8 断層の上端深さ、断層の連動、短周期の地震動レベルにかかる不確かさを反映したこ

とによる地震動評価結果（最大加速度）

9 大飯発電所の基準地震動の審査のまとめ

（別添）入倉・三宅式を用いて震源断層面積から計算した地震モーメントに何らかの値を上乗

せした場合の試算について

別添1 入倉・三宅式を用いて震源断層面積から計算した地震モーメントに何らかの値を上

乗せする操作について

別添2 地震モーメントに何らかの値を上乗せした場合の試算結果

（参考）

1.基準地震動の策定に係る審査の基本的考え方

2.大飯発電所の基準地震動の策定に係る審査

3.地震本部（地震調査研究推進本部）とは

4.震源断層を特定した地震の強震動予測手法（ 「レシピ」 ）とは
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「不確かさケース」(注)

①短周期の地震動レベル（１倍→1.5倍）
②断層傾斜角（９０°→７５°）

③すべり角（０°→３０°）

④破壊伝播速度（０．７２β→０．８７β）※

⑤アスペリティ配置（断層ごとに断層面の最も浅い位置）

→すべてのアスペリティを一塊として敷地近傍に配置、敷地への
影響が大きくなるよう２つの形状を設定

⑥不確かさの重畳（短周期の地震動レベル1.25倍＋④

破壊伝播速度０．８７β）※

図表1 大飯発電所の基準地震動の策定について

敷地ごとに震源を特定して策定する地震動
（検討用地震） ①FO-A～FO-B～熊川断層による地震 ②上林川断層による地震

震源特性パラメータの設定

地震動評価

基準地震動

「基本ケース」
①断層長さ：3連動（63.4㎞）
②断層幅：上端深さ：3㎞、下端深さ：18km

③アスペリティ位置：断層面の最も浅い位置

震源を特定せず
策定する地震動

応答スペクト
ルに基づく
地震動評価

その他の
パラメータ

断層モデルを用いた手法
に基づく地震動評価

＜不確かさ反映・保守的設定＞

震源断層形状

地震モーメント

震源断層面積

アスペリティ応力降下量等

（入倉・三宅式）

※ β：地震発生層のS波速度(km/s)

(注) 「不確かさケース」は、「基本ケース」の地震動評価結果

をもとに、さらに保守性を確保するため、震源特性パラ
メータをより厳しい結果が出る値に設定すること、又は地
震動評価結果そのものを大きくすることを行ったもの。
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図表2 レシピにおける内陸地殻内地震の
震源特性パラメータ設定フロー

（地震調査研究推進本部地震調査委員会 「震源断層を特定した地震の強震動予測手法（ 「レシピ」 ）」（令和2年（2020年）3月）から抜粋
＜https://www.jishin.go.jp/main/chousa/20_yosokuchizu/recipe.pdf＞）
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図表3 レシピにおける内陸地殻内地震の
震源特性パラメータ設定フロー（概要）

震源断層形状

震源断層面積S

地震モーメントM0

加速度震源
スペクトル

短周期レベルA

アスペリティの総面積Sa

アスペリティの応力降下量Δσa

巨視的震源特性 微視的震源特性

(3)式

(12)式

特性化震源モデル

(21-2)式 (21-1)式

長大な断層：
Somerville et al .

(1999)

平均すべり量D

(10),(11)式

破壊伝播様式

破壊開始点破壊伝播速度Vr

地震発生層
のS波速度β

震源断層
の形状等

地震発生
層の密度ρ

その他の震源特性

アスペリティの位置・数

活断層上のすべり分布、最近の活断層で発生した地震の解析結果等

(25)式

(13)式

式番号 レシピの主な構成式

(3)式 M0={S/(4.24×10-11)}2.0×10-7

(10),(11)式 D=M0/(μS)， μ＝ρ･β2

(25)式 Vr=0.72β

(12)式 A=2.46×1010×(M0×107) 1/3

－ Sa=0.22S（Somerville et al . (1999)の知見）

(13)式 Sa=π・r2 、r=(7π/4）・{（M0/(A・R)}・β2

(15)式 A=4π・r・Δσa・β
2

(21-2)式 Δσa=(7/16)・M0/(r
2・R）

(21-1)式 Δσ=3.1MPa、Δσa=(S/Sa)Δσ

注）ｒ：アスペリティの総面積Saに対する等価半径
R：震源断層面積Sに対する等価半径
μ：剛性率
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図表4 「断層長さ及び断層幅」への不確かさの反映

①断層の連動（断層長さ）
事業者の当初の申請では、「FO-A～FO-B断層」（断層長さ約35km）と「熊川断層」（断層長さ約14km）と
の間には、約15kmの離隔があったことから連動は考慮されていなかったものの、以下の観点から、両断
層を連動（断層長さ約63.4km）させた。
・両断層は敷地の前面に位置しており、連動させた場合に地震動評価の影響が大きいこと
・両断層の間には断層の有無が不明瞭な区間が相当有り、走向・傾斜等の観点から、連動破壊を否定
することが難しいこと

約15㎞

若狭湾周辺の主な断層の分布

敷地から30㎞

（「若狭湾周辺の主な断層の分布」は、関西電力（株）大飯発電所３、４号炉審査資料（平成29年4月14日提出資料）から抜粋、加筆＜https://www2.nsr.go.jp/data/000194032.pdf＞）

４

②上端深さ・下端深さ（断層幅）
上端深さ・下端深さは、事業者の当初の申請では

4km・18kmに設定していたが、速度構造や微少地
震の発生状況を考慮して、評価結果が厳しくなるよ
うに上端深さは3kmに見直した。



図表5 断層長さ及び断層幅を見直したことによる地震モーメントへの影響
（事業者による当初申請との比較）

主な震源特性パラメータ
事業者の当初の申請

FO-A～FO-B断層
審査結果

FO-A～FO-B～熊川断層
審査結果／

事業者の当初の申請

断層長さ 35.3 km 63.4 km 1.80

断層深さ：上端深さ~下端深さ 4 ~ 18 km 3 ~ 18 km

断層幅（傾斜角90°ケース） 14 km 15 km 1.07

震源断層面積 494 km2 951 km2 1.92

地震モーメント※ 1.36×1019 Nm 5.03×1019 Nm 3.70

審査の過程において、FO-A～FO-B～熊川断層による地震について、断層長さ、断層幅を見直したことにより、審
査結果における地震モーメント※は、事業者の当初の申請と比較して3.7倍となった。

※地震モーメント：断層を境にした2つの面を異なる方向にずらそうとするエネルギー

５



図表6 アスペリティの配置

敷地での地震動が厳しいものになるよう、「基本ケース」において、地震動評価結果に大きく影響するアスペリ
ティ注)を断層面の最も浅い位置に配置した。

関西電力（株）大飯発電所３、４号炉審査資料（平成29年4月14日提出資料）から抜粋、加筆 ＜ https://www2.nsr.go.jp/data/000194032.pdf ＞

注）アスペリティ：
プレート境界や活断層などの断層面上で、ある時に急激にずれて
（すべって）地震波を出す領域のうち、通常は強く固着していて、周囲
に比べて特にすべり量が大きい領域のこと（図の青く塗った部分）。

大飯発電所

高浜発電所

★

★

★

★

★

★

★

★
★

★★ ★

★

★ ★ ★★★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

1

9

8
7

6

5

4

3

2

5 91

2

3 4 6 7 8

●

● 断層面基準点

●

断層面基準点

●
断層面基準点

● ●
断層面基準点断層面基準点

断層面基準点

36.2km(=1.51km×24) 9.5km(=1.58km×6) 17.7km(=1.48km×12)

10.66km

9.06km
(=1.51km×6)

6.04km
(=1.51km×4)

4.74km
(=1.58km×3)

5.92km
(=1.48km×4)

1
5
.
0
k
m
(
=
1
.
5
k
m
×
1
0
)

3
k
m

6
.
0
k
m
(
=
1
.
5
k
m
×
4
)

9
.
0
k
m
(
=
1
.
5
k
m
×
6
)

10km0

※　傾斜角90°の断層面は、傾斜角0°として図化している。
★：破壊開始点

南GL北

ⅱ）断面図

ⅰ）断層配置図

★

★

★

★

★

★

★

★
★

★★ ★

★

★ ★ ★ ★★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

1

9

8
7

6

5

4

3

2

5 91

2

3 4 6 7 8

大飯発電所

●

断層面基準点

● 断層面基準点

●

断層面基準点

●
断層面基準点

● ●
断層面基準点断層面基準点

36.2km(=1.51km×24) 9.5km(=1.58km×6) 17.7km(=1.48km×12)

10.66km

9.06km
(=1.51km×6)

6.04km
(=1.51km×4)

4.74km
(=1.58km×3)

5.92km
(=1.48km×4)

1
5.
0k
m(
=1
.5
km

×
1
0)

6.
0k
m(
=1
.5
km

×
4
)

9
.0
km
(=
1.
5k
m×
6)

3k
m

10km0

※　傾斜角90°の断層面は、傾斜角0°として図化している。
★：破壊開始点

★：破壊開始点

南GL北

ⅰ）断層配置図

ⅱ）断面図

断層配置図

断面図

６



図表7 地震動評価の「不確かさケース」

（関西電力（株）大飯発電所３、４号炉審査資料（平成29年4月14日提出資料）から抜粋、引用、加筆＜https://www2.nsr.go.jp/data/000194032.pdf＞）

７



図表8 断層の上端深さ、断層の連動、短周期の地震動レベルにかかる
不確かさを反映したことによる地震動評価結果（最大加速度）

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

加速度（gal）

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

加速度（gal）事業者の当初の申請の地下構造モデルによる地震動評価結果

審査結果の地下構造モデル※2による地震動評価結果

各ケースの最大加速度を示す（破壊開始点は異なる）
事業者の当初の申請では、 3連動※1は参考ケース
※1 FO-A～FO-B～熊川断層

541gal

各ケースの最大加速度を示す（破壊開始点は異なる）。いずれも上端深さ3km

※2 事業者の当初の申請から地下構造モデル（地震波速度、減衰定数）を変更
※3 FO-A～FO-B断層

629gal

458gal

606gal

856gal

上端深さ
の影響

断層連動
の影響

短周期の
地震動レベル
1.5倍の影響

断層の上端深さ、断層の連動及び短周期の地震動レベルについて、評価結果が厳しいものになるように
設定した結果、最大加速度の値が大きくなり、保守的な評価となった。

3連動※1の「基本ケース」
上端深さ 4km

3連動※1の「不確かさケース」
上端深さ 3km

2連動※3の「基本ケース」

3連動※1の「基本ケース」

3連動※1の「不確かさケース」
短周期の地震動レベルを

1.5倍したケース
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図表9 大飯発電所の基準地震動の審査のまとめ

大飯発電所の基準地震動の策定に係る審査においては、基準地震動が、敷地及
び敷地周辺の地域的な特性を踏まえて、地震学及び地震工学的見地に基づく総合
的な観点から不確かさを十分に考慮して策定されていることを確認し、妥当なもので
あると判断している。

（関西電力（株）大飯発電所３、４号炉審査資料（平成29年4月14日提出資料）から抜粋＜https://www2.nsr.go.jp/data/000194032.pdf＞）

９



入倉・三宅式を用いて震源断層面積から計算した
地震モーメントに何らかの値を上乗せした場合の

試算について

令和２年１２月１６日原子力規制委員会資料「基準地震動の策定に係る審査について」（抜粋）より

〇内陸地殻内地震の地震動評価で一般的に用いられている経験式は、入倉・三宅式である。同式
は、震源断層面積と地震モーメントとの関係を一意的に示す経験式であり、強震動予測レシピを構
成する関係式の一つである。

強震動予測レシピを用いて地震動評価を行う場合には、強震動予測レシピに示された関係式及
び手順に基づいて行っていることを審査で確認している。また、その際、強震動予測レシピに示さ
れていない方法をとる場合には、その方法に十分な科学的根拠を要する。

〇審査では、入倉・三宅式を用いて地震モーメントを計算する際、式の基となった観測データのばら
つきを反映して計算結果に数値を上乗せする方法は用いていない。このような方法は、強震動予
測レシピで示された方法ではなく、かつこのような方法の科学的根拠を承知していないからである。

別添

1



別添図表1 入倉・三宅式を用いて震源断層面積から計算した地震モーメントに
何らかの値を上乗せする操作について

試しに、経験式である入倉・三宅式𝑀0 =
𝑆

4.24
× 1011

2
× 10−7を用いて、震源断層面積から計算した地震

モーメントM０に、何らかの値を上乗せする操作を行うとすれば、図のように震源断層面積一定のもと、地震モー

メントの値を求めることになり、経験式により求まる値から外れていくことになる。

入倉・三宅式に基づき震源断層面積から地震モーメントを求める概念図

震源断層面積を固定して、地震モーメントを50%上乗せ(1.5倍)、100％上乗せ(2倍)にした場合

(注)図中の黒い点は、

観測データのばら
つきを模式的に示
したもの。

※審査における「短周期の地震
動レベルを1.5倍したケース」は、
レシピの式を用いて計算すれば、
地震モーメントを約3.4倍すること
に相当する。

２



別添図表2 地震モーメントに何らかの値を上乗せした場合の試算結果

与条件) 震源断層面積S：951km2 （長さL：63.4km，幅W：15km)   S波速度β: 3.6km/s ※ レシピに従えば、長大断層の場合、 Sa/S＝22%とすることに
なっており、事業者の申請もそれに従っている。

•地震モーメントへの上乗せにより、震源断層面積に占めるアスペリティ総面積の比が60%を超え、レシピで参
照している知見に反する。また、レシピに従うと、アスペリティのすべり量は平均すべり量の2倍としているた
め、背景領域のすべり量が負となり、震源モデルに破綻が生じる。
•仮にこうした上乗せをすると、長大な断層の場合、レシピに従ってアスペリティの面積比を22%に設定するこ
とになり、入倉・三宅式をそのまま用いて震源断層面積から地震モーメント場合とほとんど変わらない結果と
なる。そのためこの操作は、基準地震動の策定において必ずしも厳しい側に評価することにつながらない。

入倉・三宅式による
地震モーメントに従ったベース

上乗せケース(1)

（50%上乗せ）
上乗せケース(2)

（100%上乗せ）

1. 地震モーメントM0 [Nm] 5.03× 1019 Nm 7.55× 1019 Nm 1.01× 1020 Nm 

2. アスペリティ総面積Sa[km]

（アスペリティ面積比Sa/S）

348.3 km2

(36.6 %)
209.22km2 ※

(22.2 %)

598.1 km2

(62.9 %)

877.8 km2

(92.3 %)

3. アスペリティ応力降下量⊿σa[Pa]
11.4 MPa

［Sa/Sが22%の場合は14.1MPa］
10.0 MPa 9.1 MPa

4. 背景領域のすべり量Db[m] 0.638 m -1.576 m -33.21 m

３



〇基準地震動の策定に係る審査は、設置許可基準規則及びその解釈に適合するか否かを地震ガイドを
参照しながら行うものであり、基準地震動が、地震動評価に大きな影響を与えると考えられる不確か
さを考慮して適切に策定されていることを、地震学及び地震工学的見地に基づく総合的な観点から
判断している。

〇この基準地震動の策定過程において用いられる地震モーメントは、経験式を用いて求められることが
ある。複雑な自然現象の観測データにばらつきが存在するのは当然であり、経験式とは、観測データ
に基づいて複数の物理量等の相関を式として表現するものである。

〇内陸地殻内地震の地震動評価で一般的に用いられている経験式は、入倉・三宅式である。同式は、震
源断層面積と地震モーメントとの関係を一意的に示す経験式であり、強震動予測レシピを構成する関
係式の一つである。

強震動予測レシピを用いて地震動評価を行う場合には、強震動予測レシピに示された関係式及び手
順に基づいて行っていることを審査で確認している。また、その際、強震動予測レシピに示されていな
い方法をとる場合には、その方法に十分な科学的根拠を要する。

〇審査では、入倉・三宅式を用いて地震モーメントを計算する際、式の基となった観測データのばらつき
を反映して計算結果に数値を上乗せする方法は用いていない。このような方法は、強震動予測レシピ
で示された方法ではなく、かつこのような方法の科学的根拠を承知していないからである。

〇基準地震動の策定に係る審査においては、以上のような考え方により、総合的な観点から、基準地震
動の妥当性を判断することとしている。

１．基準地震動の策定に係る審査の基本的考え方

1

参考
令和２年１２月１６日原子力規制委員会資料 「基準地震動の策定に係る審査について」 より



〇大飯発電所の基準地震動（「FO-A～FO-B～熊川断層による地震」の地震動評価）の策定に係る審査
においては、基準地震動が、１．に示した基本的考え方に基づき、敷地及び敷地周辺の地域的な特性を
踏まえて、地震学及び地震工学的見地に基づく総合的な観点から不確かさを十分に考慮して策定さ
れていることを確認し、妥当なものであると判断している。

〇具体的には、震源断層面積の設定にあたっては、「FO-A～FO-B 断層」と「熊川断層」との間には、約
15km の離隔があるものの、敷地の前面に位置しており連動させた場合に地震動評価への影響が大
きいことなどから、連動を考慮して震源断層の長さを保守的に設定していること、震源断層の上端・下
端から求まる震源断層幅も保守的に設定していることを確認している。入倉・三宅式を適用して求め
られた「FO-A～FO-B～熊川断層による地震」の地震モーメントは、その結果、十分に保守的なものと
なっている。

〇この地震モーメントを用いた基本ケースの地震動評価においては、地震動評価に大きく影響するアス
ペリティを断層浅部に設定していること、さらに不確かさケースとして、短周期の地震動レベルを1.5 
倍としたケース、断層傾斜角の不確かさに伴い地震モーメントが大きくなるケース、断層が敷地の極
近傍に位置することを踏まえ不確かさを重畳させたケース等を設定していることなど、各種の不確か
さを十分に反映した地震動評価を行っていることを確認している。

２．大飯発電所の基準地震動の策定に係る審査

２

令和２年１２月１６日原子力規制委員会資料 「基準地震動の策定に係る審査について」 より



３．地震本部（地震調査研究推進本部）とは

平成７年１月１７日に阪神・淡路大震災が発生し、我が国の地震防災対策の
多くの課題を浮き彫りにした。

地震に関する調査研究の成果が国民や防災を担当する機関に十分伝達さ
れ活用される体制になっていなかった。

行政施策に直結すべき地震に関する調査研究の責任体制を明らかにし、こ
れを政府として一元的に推進するため、設置された政府の特別の機関。

地震防災対策の強化、特に地震による被害の軽減に資する地震調査研究
の推進が基本的な目標。

３

地震調査研究推進本部 ホームページより



４．震源断層を特定した地震の強震動予測手法（ 「レシピ」 ）とは

 大飯発電所の地震動評価の方法は、最新の科学的知見として、地震調査研究推
進本部によりまとめられた「震源断層を特定した地震の強震動予測手法（レシピ）」
にしたがったもの。

「震源断層を特定した地震の強震動予測手法（レシピ）」とは
最新の知見に基づき最もあり得る地震と強震動を評価するための方法論。

「レシピ」は、震源断層を特定した地震を想定した場合の強震動を高精度に予測するための、
「誰がやっても同じ答えが得られる標準的な方法論」を確立することを目指している。

４

地震調査研究推進本部 「震源断層を特定した地震の強震動予測手法（「レシピ」）」 より


